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この手引きは、都市再生整備計画を活用した民間主体によるまちづくりの推進を図るための法制
度（＝「官民連携まちづくりの取組」）を、実際のまちづくりにうまく活用していただけるよう、
市町村や都市再生推進法人等の皆さまに向けて、制度の内容やメリット、活用プロセスなどを解説
したものです。 
 

この手引きが、魅力あるまちづくりを進めるサポートとなれば幸いです。 
 
 
・この手引きの内容は、国土交通省のウェブサイト「官民連携まちづくりポータルサイト」

に掲載されています。 
 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000047.html 

 
 

 
  

参考：他の主な関連ページ（国土交通省都市局まちづくり推進課関連） 
◉ ウォーカブル支援制度について 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000072.html 
◉ 中心市街地活性化のまちづくり 

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_machi_tk_000085.html 
◉ 民間都市再生事業に係る支援措置 

https://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000016.html 
◉ 民間都市開発 

https://www.mlit.go.jp/toshi/mint/index.html 
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